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附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
企
画
振
興
局
長
」
を
「
地
域
政
策
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四 

総
務
局
総
務
課
長

 

五 

地
域
政
策
局
地
域
政
策
課
長

 

六 

環
境
県
民
局
環
境
県
民
総
務
課
長

 

七 

健
康
福
祉
局
健
康
福
祉
総
務
課
長

 

八 

商
工
労
働
局
商
工
労
働
総
務
課
長

 

九 

農
林
水
産
局
農
林
水
産
総
務
課
企
画
担
当
監

 

十 

土
木
局
土
木
総
務
課
長

 

十
一 

土
木
局
道
路
河
川
管
理
課
長

 

第
一
条
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
企
画
振
興
局
長
」
を
「
地
域
政
策
局
長
」
に
改
め
る
。

 

第
一
条
の
四
第
二
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
長
」
を
「
健
康
福
祉
局
医
療
・
が
ん
対
策
部
長
」
に

改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
企
画
振
興
局
長
」
を
「
地
域
政
策
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
か

ら
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

総
務
局
人
事
課
長

四 

地
域
政
策
局
過
疎
・
地
域
振
興
課
長

 

五 

環
境
県
民
局
環
境
保
全
課
長

 

六 

健
康
福
祉
局
医
務
課
長

 

七 

健
康
福
祉
局
薬
務
課
長

 

八 

商
工
労
働
局
商
工
労
働
総
務
課
長

 

九 

農
林
水
産
局
水
産
課
漁
港
整
備
担
当
監

 

十 

土
木
局
港
湾
振
興
課
長

第
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

環
境
県
民
局
県
民
生
活
部
長

二 

健
康
福
祉
局
医
療
政
策
課
長

 

三 

土
木
局
道
路
整
備
課
長



第
八
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 
総
務
局
総
務
課
長

二 
環
境
県
民
局
県
民
活
動
課
長

 

三 

健
康
福
祉
局
こ
ど
も
家
庭
課
長

四 

健
康
福
祉
局
健
康
対
策
課
長

五 

健
康
福
祉
局
食
品
生
活
衛
生
課
長

六 

健
康
福
祉
局
薬
務
課
長

七 

健
康
福
祉
局
障
害
者
支
援
課
長

八 

商
工
労
働
局
雇
用
労
働
政
策
課
長

九 

農
林
水
産
局
農
業
担
い
手
支
援
課
長

第
九
条
及
び
第
十
条
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
長
」
を
「
健
康
福
祉
局
長
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一 

健
康
福
祉
局
医
務
課
長

二 

健
康
福
祉
局
健
康
対
策
課
長

第
十
四
条
第
二
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
医
務
課
長
」
を
「
健
康
福
祉
局
医
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
食
品
生
活
衛
生
課
長
」
を
「
健
康
福
祉
局
食
品
生
活
衛

生
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
食
品
生
活
衛
生

課
」
を
「
健
康
福
祉
局
食
品
生
活
衛
生
課
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
食
品
生
活
衛
生
課
長
」
を
「
健
康
福
祉
局
食
品
生
活
衛

生
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
食
品
生
活
衛
生
課
」
を
「
健
康
福
祉
局
食

品
生
活
衛
生
課
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
健
康
対
策
課
健
康
増
進
担
当
監
」
を
「
健
康
福
祉
局
食

品
生
活
衛
生
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
食
品
生
活
衛
生
課
」
を
「
健
康

福
祉
局
食
品
生
活
衛
生
課
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一 

環
境
県
民
局
消
費
生
活
課
長

二 

健
康
福
祉
局
医
務
課
長

三 

健
康
福
祉
局
医
療
政
策
課
長

四 

健
康
福
祉
局
薬
務
課
長

第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
薬
務
課
長
」
を
「
健
康
福
祉
局
薬
務
課
長
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
薬
務
課
」
を
「
健
康
福
祉
局
薬
務
課
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
健
康
福
祉
局
保

健
医
療
部
薬
務
課
長
」
を
「
健
康
福
祉
局
薬
務
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
健
康
福
祉

局
保
健
医
療
部
薬
務
課
」
を
「
健
康
福
祉
局
薬
務
課
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
農
林
水
産
局
総
務
管
理
部
団
体
検
査
課
長
」
を
「
農
林
水
産
局
団
体
検
査
課
長

」
に
改
め
る
。



第
二
十
六
条
中
「
農
林
水
産
局
農
水
産
振
興
部
畜
産
課
長
」
を
「
農
林
水
産
局
畜
産
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
号
中
「
各
農
林
水
産
事
務
所
農
村
整
備
第
一
課
長
及
び
農
村
整
備
第
二
課
長
並
び
に
」

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二 

西
部
及
び
北
部
農
林
水
産
事
務
所
の
農
村
整
備
第
一
課
長
及
び
農
村
整
備
第
二
課
長
並
び
に
東
部
農

林
水
産
事
務
所
農
村
整
備
課
長

第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二 

農
林
水
産
局
農
業
基
盤
課
長

三 

土
木
局
道
路
河
川
管
理
課
長

四 

土
木
局
河
川
課
長

第
三
十
三
条
第
二
号
中
「
企
画
振
興
局
長
」
を
「
地
域
政
策
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
土
木
局

総
務
管
理
部
長
」
を
「
土
木
局
未
来
プ
ラ
ン
総
合
推
進
部
長
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
都
市
局
都
市
技

術
総
括
監
」
を
「
都
市
局
建
築
技
術
部
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一 

環
境
県
民
局
環
境
保
全
課
長

二 

商
工
労
働
局
観
光
課
長

三 

土
木
局
土
木
総
務
課
長

四 

土
木
局
道
路
河
川
管
理
課
長

五 

都
市
局
都
市
政
策
課
長

第
三
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二 

都
市
局
建
築
技
術
部
長

三 

農
林
水
産
局
農
業
技
術
課
長

四 

農
林
水
産
局
森
林
保
全
課
治
山
担
当
監

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


